
　
申
告
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。
所
得
税
は
①

・
②
・
③
で
申
告
で
き
ま
す
。
町
・
県
民
税
は
①

の
イ（
豊
山
町
会
場
）で
受
け
付
け
ま
す
。

①
申
告（
相
談
）会
場
で
の
提
出

ア　
名
古
屋
会
場（
税
務
署
が
開
設
す
る
申
告
会
場
）

▼
開
設
期
間　
２
月
16
日（
金
）～
３
月
15
日（
金
）

※
土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
。
た
だ
し
、

２
月
25
日（
日
）は
開
設　
午
前
９
時
15
分
～
午

後
５
時（
受
付
終
了
時
間
は
午
後
４
時
）

▼
と
こ
ろ　
愛
知
県
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー
（
ウ
イ

ン
ク
あ
い
ち
）６
階
※
名
古
屋
空
港
直
行
バ
ス

｢

名
古
屋
駅
前｣

下
車
徒
歩
５
分（
案
内
図
参
照
）

▼
入
場
に
つ
い
て　
確
定
申
告
会
場
へ
の
入
場
に

は
、「
入
場
整
理
券
」が
必
要
で
す
。「
入
場
整

理
券
」は
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
を
使
っ
た
オ
ン

ラ
イ
ン
に
よ
る
事
前
発
行
、
又
は
、
確
定
申
告

会
場
で
の
当
日
配
付
の
２
つ
の
方
法
で
配
付
し

ス
マ
ホ
及
び
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
※
）（
※
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
用
に
は
、
発
行
時

に
設
定
し
た
２
つ
の
パ
ス
ワ
ー
ド
が
必
要
で
す
。

・
署
名
用
電
子
証
明
書（
英
数
字
６
桁
～
16
桁
）

・
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書（
数
字
４
桁
）が
必
要

に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

イ　
豊
山
町
会
場（
無
料
税
務
相
談
所
）

▼
開
設
期
間　
２
月
16
日（
金
）～
３
月
15
日（
金
）

※
土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日
は
除
く　
午
前
９

時
～
正
午（
受
付
終
了
：
午
前
11
時
）、
午
後
１

時
～
午
後
４
時（
受
付
終
了
：
午
後
３
時
）

▼
と
こ
ろ　
役
場
２
階
会
議
室
１・２　

※
３
月
４
日（
月
）～
６
日（
水
）は「
防
災
拠
点
に

係
る
譲
渡
所
得
」の
申
告
相
談
日
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

※
２
月
16
日（
金
）～
２
月
26
日（
月
）は
税
務
署
、

税
理
士
の
方
が
来
庁
さ
れ
ま
す
。

て
い
ま
す（「
入
場
整
理

券
」の
配
布
状
況
に
応

じ
て
当
日
配
布
が
で
き

ず
、
後
日
の
来
場
を
お

願
い
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ

さ
い
。
配
布
状
況
は
国

税
庁
Ｈ
Ｐ
か
ら
確
認
で

き
ま
す
。）。
確
定
申
告

期
限
間
際
は
特
に
混
雑
し
ま
す
の
で
、
会
場
へ

の
来
場
を
お
考
え
の
方
は
、
早
期
の
来
場
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
申
告
案
内　
確
定
申
告
会
場
で
は
、
基
本
的
に

ご
自
身
の
ス
マ
ホ
で
申
告
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。
来
場
の
際
に
は
、
事
前
に
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
す
る
ほ
か
、
源
泉

徴
収
票
な
ど
の
申
告
書
作
成
に
必
要
な
書
類
、

②
郵
送
で
提
出

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告
書
等
作

成
コ
ー
ナ
ー
」で
は
、
自
動
計
算
で
申
告
書
が
作

成
・
印
刷
で
き
ま
す
。
印
刷
し
た
申
告
書
は
税
務

署
に
郵
送
等
で
提
出
で
き
ま
す
。

③�

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
か
ら
の
電
子
申

告（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
）

　
確
定
申
告
は
、
ス
マ
ホ
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
利
用
し
た「
ご
自
宅
等
か
ら
の
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ

申
告
」を
お
願
い
し
ま
す
。
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
は
、
画

面
の
案
内
に
沿
っ
て
入
力
・
操
作
す
る
こ
と
で
、

所
得
税
の
申
告
書
や
青
色
申
告
決
算
書
・
収
支
内

訳
書
の
ほ
か
、
消
費
税
の
申
告
書
の
作
成
・
送
信

が
可
能
で
す
。
申
告
の
作
成
方
法
は
動
画
で
も
紹

介
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
確
定
申
告
の
相
談
は
、

チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ご
質
問

を
い
た
だ
け
れ
ば
、
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た「
税
務
職

員
ふ
た
ば
」が
お
答
え
し
ま
す
。

税
に
関
す
る
作
品
の
展
示

　
豊
山
町
会
場
で
は
、
名
古
屋
西
納
税
貯
蓄
組
合

連
合
会
が
選
定
し
た
小
中
学
生
の
税
に
関
す
る
作

品
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
会
場
に
お
越
し
の
際
は

併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
名
古
屋
西
税
務
署（
確
定
申
告
）

　

０
５
２・５
２
１・８
２
５
１

（
確
定
申
告
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
自
動
音
声

案
内
に
よ
り「
０
」を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。）

税
務
課
課
税
グ
ル
ー
プ（
町
・
県
民
税
申
告
）

　

28
・
２
４
３
４

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
3
▼
申
告
方
法
を
確
認
す
る

会場名及び所在地
愛知県産業労働センター（ウインクあいち）6階
（名古屋市中村区名駅四丁目4－38）
税務署からのお知らせ
●�作成済みの申告書は、郵送等により税務署にご提出
ください。
●�会場開設期間中、税務署内では申告書の作成指導を
行っておりませんので、ご了承ください。
●�確定申告会場は、名古屋西税務署・名古屋中村税務
署・熱田税務署・中川税務署の合同会場になります。
●�駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用く
ださい。
会場案内地図

交通機関　（JR・地下鉄・名鉄・近鉄）名古屋駅より
◎�JR名古屋駅桜通口からミッドランドスクエア方面　
徒歩５分
◎ユニモール地下街５番出口から　徒歩２分

豊山町会場で受付できる方
●町民税・県民税申告の方
●所得税の確定申告をする方で、下表に該当しない方
●�防災拠点に係る譲渡所得のある方（3月4日（月）～ 6
日（水）まで）

豊山町会場では受付できない方
●�令和５年中に居住開始し、初めて住宅借入金等特別
控除を受ける方
●�防災拠点以外の譲渡所得（土地、建物、株式)のある方
●�青色申告の方
●�収支内訳書（事業所得・農業所得・不動産所得）の未
完成な方
●�準確定申告、修正申告、更正の請求をする方
●�消費税、贈与税の申告をする方
●�令和6年1月1日現在で豊山町に住民登録のない方

確定申告等
作成コーナー

動画で見る
確定申告

チャット
ボット

×

広報とよやま　令和6年2月号
特集7

特
　
集

暮
ら
し
の
情
報

イ
ベ
ン
ト
情
報

キ
ラ
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育
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ま
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と

図
書
室
通
信


